
 

 

 

 

 ハラスメント相談窓口  

 

 

１．相談窓口 

   総務課、労働組合、保健室に設置する。 

 

 

２．相談員リスト 

 ① 総務課 

役職 相談員 内線 メールアドレス 

総務部長 

(兼 総務課長) 
伊賀上 将 210 susumu-igaue-ub@tosoh.co.jp 

総務課 黒木 剛典 211 kurogi_take@tosoh.co.jp 

総務課 児玉 春美 214 kodama_h@tosoh.co.jp 

 

  ② 労働組合 

役職 相談員 内線 メールアドレス 

執行委員長 工藤 寿幸 374 kudo_h@tosoh.co.jp 

副執行委員長 藤本 裕子 351 fujimoto_y@tosoh.co.jp 

書記長 貫井 康助 － － 

執行委員 磯﨑 健太  270 isozaki_k@tosoh.co.jp 

執行委員 小田 真 219 oda_m@tosoh.co.jp 

 

  ③ 保健室 

役職 相談員 内線 メールアドレス 

看護師 原田 幸恵 257 harada_s@tosoh.co.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ア
ド
バ
イ
ス 

相
談
・
苦
情 

 

 ハラスメント対応システム  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハラスメント相談窓口 

 

 

 

ハラスメント対策委員会 

 

事実関係の確認・調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンプライアンス相談窓口 

社
内 

・コンプライアンス事務局 

・監査役窓口 

社
外 

東ソーグループ 

・コンプライアンス委員会推進チーム 

・監査役窓口 

・加嶋法律事務所：本橋弁護士 

相談者側の誤解と

認められる場合 

ハラスメントと 

認められる場合 

ほう賞懲戒委員会 

処分決定 

懲戒処分に該当しない 

・厳重注意・反省文の提出 

・カウンセリング 等 

懲戒処分 

・けん責・減給・出勤停止 

・諭旨退職・懲戒解雇 

相 談 者 

本人又は周囲の従業員 

ハラスメント相談窓口又はコンプライ

アンス相談窓口（社内・社外）の選択

可能 

社外の専門家（弁護士など） 

注記 

(※1)コンプライアンス相

談窓口は、ハラスメント

相談窓口と区別された独

立したものです。相談内

容によっては、ハラスメ

ント対策委員会へ移行さ

れます。 

(※2)保健室は、保健室に

相談された場合のみメン

バーとなります。 

(※3)書面、メールでの相

談になります（電話不

可）。 

会社(総務) 労働組合 保健室 

会社(総務) 労働組合 保健室 

(※1) 

(※2) 

(相談者が希望した場合) 

再 発 防 止 

カウンセリング 

(相談者・相手側双

方を交えて実施) 

(※3) 


